




























資金の一元管理と一括運用・調達 

 

（１）キャッシュ・マネジメントとはキャッシュ・フローの管理を指す、要は歳

入・歳出のスケジュール管理のことである。 

 

（参考）地方財務でのキャッシュ・マネジメントは簡単ではない。歳出は自己発

信であるので把握可能だが、歳入を確定することが難しい。入金の多くは税収で

ある。税は定時に定額入金されるものではないので、入出金の管理だけでなく、

将来の着金予想を過去の入金パターンから算出する必要がある。信憑性の高い

キャッシュ・マネジメントの構築により資金管理の一元化に進むことができる。 

 

（２）資金管理の一元化とは各部局でのキャッシュ・マネジメントの結果を集

積、ネット残高のプラス・マイナスで資金の運用・調達を行う合理的な仕組み。 

 

（参考）地方自治体では会計課が歳計現金や基金の運用を受け持ち、財政課によ

って一時借入や地方債発行による長期資金の調達が行われている。更に、企業会

計、病院会計も独自の運用・調達を行っているため無駄が多い。これらの勘定も

一元化の対象とする。要は資金の運用・調達を集中管理し、予め入出金を内部相

殺した上で、最後に金融機関と一括運用・調達を行い、運用益拡大とコスト削減

を狙うものである。また、庁外の地方公社、出資団体、第三セクター等に守備範

囲を広げられれば、更にネット金額は抑えられ、無駄な調達を回避できる。 

 

（３）現在の超低金利下では運用益と調達コストの差額が縮小して、更なるコ

ストセーブが難しくなっている。そこで、資金管理の一元化により調達金額自

体を縮減し、コストセーブを拡大しようと言う試みである。 
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「地方公共団体ファイナンス表彰」 

 記 述 欄 

① 取組内容 

 

【資金調達手法の多様化】 

○ 臨時財政対策債の増加等により，本県の県債残高は 2兆円を超え，県

債発行による多額の資金調達が必要。また，経営が悪化している出資法

人の資金調達も課題であった。 

○ 茨城県では，資金調達の円滑化及び安定化に資するため，民間金融

機関経験者を資金管理官として採用し，調達手法の多様化に取り組んで

きたところ 

 ＜平成22～25年度の取組＞ 

  ・ 住宅供給公社対策として，第三セクター等改革推進債を発行（平成22

年度） 

  ・ 環境保全事業団の長期資金借換に際し，レベニュー信託を活用（平

成23年度） 

  ・ 全国型市場公募債の個別発行を再開（平成24年度） 

○ 平成26年度は次の取組を実施 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ 9月の銀行等引受債の発行に際し，県外金融機関にターゲットを絞っ

てシンジケート・ローンを実施 

・ 借入期間：10年間（3年据置），借入額：100億円 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 3月の銀行等引受債の借換に際し，金利スワップ取引を活用して金利

を事前に決定できる「金利予約取引」を 2月に実施し，金利変動リスクを

抑制 

・ 借入期間：10年間（据置なし），借入額：約40億円 
 ＊ 金利予約取引については，平成24年6月に，その後の金利上昇を想定し，9月借換

債の一部で実施済み。今回は，金利のボラティリティが高い状況を背景に，条件決定時

期を分散し，金利変動リスクを抑制 

② 取組に至った

背景（現状に対

する課題認識

及びきっかけ

など） 

 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

 ・ （将来的な景気回復により，民間企業の資金需要が高まるなど，）県内

金融機関の貸出しに余裕がなくなる場合に備え，県外金融機関からの

資金調達ルートを確保 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 既発債の借換時期が 3月に集中しており，金利変動リスクの抑制が課

題（借換債の前倒し発行も一つの手法ではあるが，歳計現金が膨れてし

まい，調達コストに対して運用差損の発生がネック） 

・ また，取組当時は金利のボラティリティが高まっていたため，3月の特

定日のみに借入の条件決定を集中させるのはリスクが高い状況 

③ 取組による成

果（可能な限り

数値をもって記

載） 

 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ 県外の 11金融機関がシンジケート団に参加 

・ 手数料も含め，県内金融機関からの調達コストと同程度で調達 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 利率：0.011ポイント減  

（実施しなかった場合：0.253% → 実施結果：0.242%） 

・ 利子総額：約300万円減 
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④ 取り組むにあ

たって工夫をし

た点 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ アレンジャーの選定に際し，調達コストのみならず，県外金融機関の

参加想定数や地域バランスを考慮し決定 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 本県には金利スワップ取引の決済を長期にわたり管理し実行できる体

制がなく，ISDA（International Swaps and Derivatives Association）契約

についても締結するための専門的なノウハウの蓄積が乏しかったため，

金利スワップの単体取引は困難。また，予約した金利を県債に直接的に

反映させるためには，金利スワップの単体取引だけでは難しいため，こ

の解決策も併せて検討し，借入の前に本県と金融機関とで借入利率に

関する覚書を取り交わす形を取ることで上記の問題を解決 

・ この手法は専門的なノウハウが必要ではないため汎用性が高く，多く

の地方公共団体においても検討可能 

⑤ 取り組むにあ

たって苦労した

点 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ 資金調達先を県外金融機関に拡大することについて，本県の資金調

達に協力をいただいている県内金融機関の理解を得ること 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 金利スワップ取引を単体で締結できない地方公共団体として，金利ス

ワップ取引による効果を享受できる仕組みの構築 

・ 金利スワップ取引自体は県と行わず，金利予約取引のみの約定とする

交渉 

⑥ 今後の取組方

針 

○ 共通 

・ 「フレックス枠」（平成27年度：400億円）の活用等，市場の動向等を踏

まえて，今後も機動的に柔軟な資金調達を実施 

○ 個別 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ 県外金融機関等に対する茨城県債の認知度を高めるため，定期的に

県外金融機関等を対象としたシンジケート・ローンを実施 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 既発債の借換時期の集中は今後も続くとともに，金利のボラティリティ

が高い状況も継続すると見込まれるため，金利変動リスクを抑制する手

段として，市場環境を注視しながら引き続き活用を検討 

・ 景気回復や金融政策の変更等により金利が上昇していくと見込まれる

局面では，積極的な活用も検討 

⑦ 外部からの評

価（ある場合） 

ア シンジケート・ローンを活用した県外金融機関からの資金調達 

・ 平成26年10月3日官庁速報掲載 

「◎協調融資で県外から資金調達＝茨城県」 

イ 金利予約取引による金利変動リスクの抑制 

・ 平成27年3月31日官庁速報掲載 

「◎「金利予約」で変動リスク抑制＝年度末の債券発行集中にらみ－茨

城県」 

※ レベニュー信託 

 ・ 先進政策バンク優秀政策（全国知事会） 

 ・ Dealwatch Awards 2011（トムソン・ロイター・マーケッツ㈱） 

 ・ Japan deals of the year（金融雑誌Asia Money） 

 














